
令和６年３月 

富山市まちなか診療所 

 

厚生労働省への届出事項に関する事項について 

 

  当診療所では、次の施設基準に適合している旨の届出を 

厚生労働省東海北陸厚生局長に行っています。 

 

基本診療料の施設基準 

●機能強化加算 

●外来感染対策向上加算 

●連携強化加算 

●情報通信機器を用いた診療に係る基準 

 

特掲診療料の施設基準 

 ●がん性疼痛緩和指導管理料 

 ●検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 

 ●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

 ●在宅がん医療総合診療料 

 ●在宅療養支援診療所 

 ●在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 


